
くらし
第2子以降の放課後児童
クラブ利用料を助成
対象　18歳の年度末までの児童を2人
以上養育し、第2子以降の児童を放課
後児童クラブに通所させている保護者
所得制限　市民税所得割額で判定（目
安：前年の世帯年収360万円未満）
助成額　児童1人当たり上限1万円/月
申し込み　申請書に必要事項を記入し、
令和5年2月28日㈫までに提出
問　こども家庭課　☎24・8057

国民年金保険料の免除
申請受付が始まります
　経済的理由で国民年金保険料を納め
られない場合、申請により保険料が免
除・猶予される制度があります。免除
期間は7月～翌年6月。本人、配偶者、
世帯主の前年所得が一定額以下の場合
に全額または一部が免除されます。ま
た、50歳未満の人で本人、配偶者の前
年所得が一定額以下の場合、納付が猶
予されます。原則毎年申請が必要です。
結果は日本年金機構から送付されます。
申請に必要なもの　身分証（運転免許
証など顔写真付きのものは1点、健康
保険証などの顔写真がないものは2点）、
年金手帳など基礎年金番号の分かるも
の、退職（失業）による申請の場合は雇
用保険受給資格者証の写しなど
問　小松年金事務所　☎24・1791　
医療保険課　☎24・8060
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今月の税・料金の納期

令和4年6月1日現在
人口 106,575人 （+85）
　男 52,402人 （+70）
　女 54,173人 （+15）
世帯 44,767世帯 （＋164）

（    ）は対前月の増減

納付期限・8月1日（月）
口座振替をおすすめしています。

くらしを支える支援制度

ゼロカーボン
アクション30vol. 2

問　環境推進課　☎24・8067

　暑い日が続きますね。すだれや日
よけシェードを使うと室内の温度
上昇を抑えることができ、節電にも
つながります。また、すだれに水を
かけると涼し
い風を取り込
むことができ
ます。

一部の施設名を省略表記しています　　第一地区コミュニティセンター→第一コミセン　　サイエンスヒルズこまつ→ヒルズ

暑い夏もエコに快適に
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対象　次のいずれかに該当する人
【ひとり親世帯】　
①令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人　②公的年金などの受給に
より児童扶養手当を受給していない人　③感染症の影響で家計が急変し、収入
が児童扶養手当受給者と同等の水準に下がった人
【そのほかの世帯】　
④令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人で、令
和4年度分住民税均等割が非課税の人　⑤令和4年3月31日時点で18歳（障が
い児は20歳）未満の児童を養育する人で、令和4年度分住民税均等割が非課税
の人または感染症の影響で家計が急変し令和4年度分住民税均等割が非課税の
人と同等の水準に下がった人
給付額　児童1人につき5万円
申請方法　①④は申請不要、 ②③⑤は申請書をこども家庭課に提出
申請期限　令和5年2月28日㈫　　　　 　　問　こども家庭課　☎24・8057

対象　❶世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯　❷感
染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当
となった世帯（詳しくはお問い合わせください）　※いずれも令和3年度の支給
対象世帯を除く。
支給額　1世帯当たり10万円
申請方法　❶は確認書（7月中に対象者に送付）を返送、❷は9月30日㈮までに
ふれあい福祉課に申請　　　　　　　　　問　ふれあい福祉課　☎24・8052

18歳以下の子供がいる世帯へ 子育て世帯生活支援特別給付金

住民税非課税・家計が急変した世帯へ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金

始まっ
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